
 

女性活躍推進法公務部門に関する検討会の開催について 

 

 

平 成 3 0 年 1 0 月 1 日 

内閣府男女共同参画局長決定 

 

 

１．趣旨 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。

以下「法」という。）附則第４条に規定されている、施行後３年が経過し

た場合における見直し検討について、公務部門における法の施行状況や職

業生活における女性の活躍状況等の変化等を踏まえ、更なる女性活躍の推

進に向けた課題の洗い出しを行い、見直しの方向性を取りまとめるため、

「女性活躍推進法公務部門に関する検討会」（以下「検討会」という。）

を開催する。 

 

 

２．構成 

（１）検討会は、別紙に掲げる者により構成する。 

（２）座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

 

３．庶務 

検討会の庶務は、内閣府男女共同参画局推進課において処理する。 

 

 

４．その他 

（１）会議は非公開とするが、会議終了後に配付資料を内閣府男女共同参画

局ウェブサイトで公表するとともに、議事概要を作成し、公表すること

とする。ただし、配付資料については、座長が必要があると認めるとき

は、非公開とすることができる。 

（２）検討会の開催期間は、開催決定日から平成31年１月末までを目途とす

る。 

（３）本決定に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、座長が検討

会に諮り、定める。 
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ダイバーシティ担当参事官 

中里 吉孝  総務省自治行政局公務員部公務員課 

女性活躍推進・人材活用推進室長 

 


